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埼玉西部消防局人材育成基本方針 

 

策定に当たって   

 

組織を運営する資源は様々あります。その中で最も重要な資源が人です。 

人は自ら意思決定し実行し新たなものを創造することができるからです。 

限られた資源の中でいかに成果を出すかは、人に関わってくるのです。この

ようなことから、いかに優秀な人材を育成するかが、組織運営上の大きな課題

となります。 

  埼玉西部消防局は、消防の使命を達成するため、職員一人一人が消防の使

命を再認識し、自信と誇りを持ち自己の能力向上に取り組めるよう、第１次

埼玉西部消防組合総合計画に掲げる「自ら学び、考え、行動する自律型職員

の育成」を目標に挙げて人材育成を推進し市民が安心・安全に暮らせる街を

目指します。 

 

第１章 人材育成基本方針の策定の必要性 

 

１ 策定の趣旨 

   埼玉西部消防局が市民の期待に応え、消防行政を推進するためには、職

員一人一人の能力や可能性を最大限に引き出し、組織力を高めていくこと

が重要です。 

   今後も目まぐるしく変化する社会環境の中、市民の期待に応えられる消

防職員を目指すために、職員一人一人が主体的、積極的に自身の能力を向

上させ、自発的に様々な課題に取り組む姿勢が必要となってきます。この

方針はこのような背景を踏まえて、新たな時代に対応するための人材育成

の方向性を示すものとして策定するものです。 

 

２ 人材育成の現状と課題 

⑴ 消防を取り巻く環境の変化 

  近年、技術革新や少子高齢化等により、消防行政を取り巻く環境は大

きく変化しています。さらに、ＮＢＣＲ災害やテロ災害への対応、救急

業務の高度化など、消防業務は複雑多様化しており、市民が安心と安全

を実感できる社会を実現していくには、このような社会変化に適応した

業務遂行体制の確立が重要となります。 

    このため、職員が主体的、積極的に自身の能力を向上させる環境づく
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りが必要です。 

 

⑵ 社会的要因 

    地方公務員法の規定により、地方公共団体には人材育成基本方針の策

定が責務とされています。 

    平成２８年４月に施行された改正地方公務員法により、能力及び実績

に基づく人事管理が徹底され、人事評価制度が導入されました。 

 人事評価を通じ、職員が自ら職務行動を振り返ることにより、効果的、

主体的な能力開発につなげるように努めることとされています。 

また、人事評価制度を人材育成に関する基本方針に位置付け、体系的

な能力開発に努めることが望ましいとされており、職員が主体的、積極

的に自身の能力を向上させることが必要です。 

 

⑶ 意欲の向上 

   職員の配属先や昇任については、能力や経験等を考慮した上で行ってお

り、必ずしも本人の意向に沿うことはできません。 

そのような中で、仕事の意欲や満足度に影響が及ばないように、本人の

意向を尊重した人事配置や能力・業績を評価する人事評価制度を活用し、

職員の意欲を最大限に引き出すことが必要です。 

 

⑷ 若手職員へ知識・技術の伝承 

    ベテラン職員の大量退職に伴い、組織の若返りが進んでいます。 

    組織が若返る中、経験豊富な職員の退職により、これまで培われてき

た技術や経験が失われつつあります。 

組織力の低下を防止するため、マニュアル等の整備で対応することはも

ちろん、業務の中で培われる経験や判断力を、次世代へ引き継ぐことが必

要です。 

  

  ⑸ 戦略的人事異動 

    今後、増加すると考えられる再任用職員の雇用や導入が見込まれる定

年延長制度を見据え、人事異動において、ジョブローテーションを活用

し、職員に多様な業務を経験させ、幅広い知識や視野を養い職域を広げ

ることが必要です。 
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第２章 人材育成の基本的な考え方 

 

 １ 基本方針 

人材の育成は、第１次埼玉西部消防組合総合計画において、「自ら学び、

考え、行動する自律型職員の育成」を将来目標としています。 

人材育成の基本方針は、目標到達のため、下記に示す職員を「求められる

職員像」とし、求められる職員像に近づくため、高めるべき能力の向上に取

り組みます。 

    

  ・ 信頼を築く職員・・・・公務員としての高い使命感・倫理観を持ち、 

常に向上心を持って知識や技術の習得に励み、 

目的の達成に向けて行動する職員 

  ・ 自律型職員・・・・・・自らの行動を自らの立てた規律に従い、行動

する職員 

  ・ 協働する職員・・・・・高いコミュニケーション能力や職務に関する 

高度な知識と技術を持ち、部下、後輩を育成し、 

組織力の向上に取り組む職員 

  ・ 挑戦・改革する職員・・何事にもチャレンジ精神を持ち、積極的に取 

り組むとともに、様々な課題に対応できる能力 

や施策を企画・立案できる行動力を持った職員 

  

 ２ 高めるべき能力 

   求められる職員像に近づくために、身に付けなければならない能力は、

多岐にわたります。その中でも、周囲の人とコミュニケーションを取りな

がら協力していくことや、仕事をしっかり行い、市民、上司、同僚から信

頼を得ること、あるいは、目の前の課題から目を逸らさずに、解決に向け

て自ら考え行動することは、求められる職員像に必要なものです。 

   求められる職員像を実現するために、私たちが共通して高めなければな

らない能力を３つに集約し、それぞれ「業務遂行能力」「対人力」「自律考

動力」とし、その向上に重点的に取り組みます。 

  

⑴ 業務遂行能力 

担当業務を正確かつ迅速に行うことや、重要度や緊急性を判断しながら 

業務を計画的に行うことは、全ての職員にとって最も基本となるもので 

す。市民の信頼と期待に応える確かな仕事を行う能力を、業務遂行能力 

と呼びます。 
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⑵ 対人力 

職員は、市民等、様々な人と接し、業務を遂行する上で、組織を超えて 

調整や連携が必要となる場面も多々あります。相手ときちんとコミュニケ 

ーションをとり信頼関係を築いていく能力や、立場や意見が異なる相手と

も調整を図りながら、仕事を進めていくことができる能力を対人力と呼び

ます。 

   

⑶ 自律考動力 

市民のニーズは常に変化しており、これまでと同じことを同じように繰

り返していては、市民に質の高い行政サービスを提供していくことはでき

ません。日々の業務に問題意識を持って臨み、変化を察知し、課題の解決

のために、自ら考え行動する能力を自律考動力と呼びます。 

   

高める能力の具体化 

 

高めるべき能力 求められる姿勢・行動 

コミュニケーション能力 

（対人力） 

◎相手の話をよく聴き、互いの理解を深め

ながら信頼関係を築いていくこと。  

◎口頭で必要なことを的確に伝えること。  

◎正確で分かりやすい文章を書くこと。  

◎組織内外に人間関係を広く結び、幅広い

ネットワークを形成すること。  

均衡・交渉能力 

（対人力・自律考動力） 

◎立場や意見の異なる相手の主張を理解

し、対立点を把握すること。 

◎互いの立場や意見の違いを踏まえた上で

自分の考えを説明して理解を得ること。 

◎調整を図りながら双方が納得のいく合意

を形成すること。 

業務処理能力 

（業務遂行能力） 

◎法的な根拠など業務に必要な知識・技術

を身につけ、業務を正確かつ迅速に行うこ

と。 

◎重要度や緊急性に応じて業務の優先順位

を判断し、業務を計画的に行うこと。 

◎小さな変化を見逃さず、おかしいと思う

感覚や先を予測する意識を常に持つこと。 
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業務改善能力 

（自律考動力･業務遂行能力） 

◎業務のムリ・ムダ・ムラを発見し、原因

を整理すること。 

◎問題を解決するアイデアや対策を考え、

解決の方法・手順を組み立てること。  

◎周囲の賛同や協力を得ながら対策を実行

すること。 

マネジメント能力 

（業務遂行能力） 

◎組織目標の達成に向けて業務を計画的に

行うこと。 

◎部下職員に助言・指導を行い、意欲や能

力の向上を図りながら育成すること。 

◎部下職員の能力、適性、実績を的確に把

握し評価すること。 

◎部下職員や周囲の人に気持ちよく働いて

もらえるように、職場環境を整備すること。 

◎非常時や想定外の事態にも、状況を正確

に把握し、自らの判断で臨機応変に行動す

ること。 

課題解決能力 

（自律考動力） 

◎課題を的確に把握し、現状や原因を調査

して分析すること。 

◎課題解決のための有効な方策を企画・立

案すること。 

◎最も望ましい解決策を選択し、周囲の協

力を得ながら実行すること。 

 

第３章 人材育成の方策と取組 

  

１ 職員研修 

   組織を運営するにおいて、その最も重要な資源である「人」をどのよう

に育成させるかが、組織力を高めることになります。職員研修は、高める

べき能力に必要とされる能力を直接的に開発、向上させる手法であり、以

下の４つの方策と取り組みについて、それぞれのメリットを活かし人材育

成に取り組んでいきます。 

   

⑴ 職場内研修 

消防局、消防署及び各所属主管の研修や外部講師を招き研修を行うほか、

教育機関派遣研修修了者による、習得してきた技術等を職員にフィードバ
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ックする研修など、効果的かつ効率的に人材育成を図ります。 

【具体的な取組】 

人事担当課主管による全職員を対象にした研修を年２回以上行います。 

また、教育機関に派遣した職員による研修を行います。 

 

⑵ 教育機関派遣研修 

より高い知識、技術を習得するために、専門の研修機関に派遣し効果 

的かつ効率的に人材育成を図ります。 

【具体的な取組】 

消防大学校、県消防学校、他の地方公共団体、外部の研修に派遣します。 

 

⑶ 関係機関派遣研修 

派遣機関において、専門的な知識、技術等を習得し、その成果を消防 

   行政運営の推進に資することを目的として、職員を派遣します。 

【具体的な取組】 

埼玉県消防学校等の教育機関及び埼玉県危機管理防災部消防防災課、埼 

玉県防災航空隊等に派遣し専門的な知識、技術等の習得を図ります。 

 

  ⑷ 自己啓発 

    職員が自分に必要な能力等を認識し、自分の時間を使って自らその向

上に努めることは、仕事の充実感や自分の成長を実感する喜びを高める

ための最も有効な手段といえます。人事担当課は、職員の自己啓発に対

する意欲を高める取り組みを実施していきます。 

    【具体的な取り組み】 

人材育成の主役は、職員自身であり、自ら学び、考え、行動すること 

が求められることから、自己の成長のため自己啓発を推進します。 

 

２ 人事管理 

 

  ⑴ 人事異動 

    人事異動は、職員の意欲発揮と適材適所を基本に実施します。人事担

当課は、毎年、課長級以下の職員に対し「自己申告書」の提出を求め、

職員の意向を把握し、そして尊重し、適材適所の配置に努め、職員の士

気、意欲の向上を図ります。 
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  ⑵ 人事評価制度 

    人事評価制度は、単に職員が発揮した能力・実績を勤務成績として、

判定するために行うのではなく､その取組みを通じて職場における職員

の成長・育成を促進する制度であるとの考えに立ち、「自ら学び、考え、

行動する自立型職員の育成」の視点を中心に実施しています。 

    また、評価者と被評価者の面談を行うことにより、上司と部下の日常

的なコミュニケーションが図られ、組織としての意思疎通が進むことで、

職場の活性化へとつながるとこになります。さらに、自ら掲げる目標は、

業務内容を再確認することができ、自立的に日々行動することが可能と

なり、職員一人一人の職務に対する充実感、達成感を向上させることに

つながります。 

    以上のように、人事評価が人材育成の一つとして正しく十分に活用で

きるよう、人事・研修担当課は評価者研修等を通して、周知を徹底して

いきます。 

 

  ⑶ 昇任試験 

    職員の昇任は、埼玉西部消防組合職員任用規則で「競争試験又は人事

評価に基づく選考によらなければならない。」と規定されています。 

このことから実務能力や実務実績を昇任の選考要素として重点を置き

つつ、資質、知識等も含めた総合的に優れた職員を昇任させることが重要

であり、そのために昇任試験制度をさらに充実させていきます。 

 

  ⑷ 職員募集・採用試験 

    多様で優秀な人材を確保することが組織にとって重要なことであり、

多くの受験者を確保する必要があります。そのため、採用に関する情報

や仕事の魅力を広く発信できる、採用説明会を積極的に実施するととも

に、外部で開催される採用説明会に参加するなど、多くの受験者を確保

するよう努めます。 

採用試験については、社会の動向も踏まえながら、適宜に試験の内容 

の見直しを図り、実力主義にのっとった試験とし、高い資質・意欲を併せ 

持った人材を広く求めていきます。 

 

３ 働きやすい環境 

   職員がどんなに優れた能力を身に付けたとしても、健康を害したり生活

に不安を抱えていたりすれば、その能力を充分に発揮することはできませ

ん。また、性別や役割によって能力の発揮が制限されるような職場環境で
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は職員の成長への意欲は失われてしまいます。 

   心の病気やハラスメントなどの問題がなく、職員が仕事と生活の調和を

図りながら心身ともに健康を維持できる職場環境を整えることで、職員が

安心して生き生きと能力を発揮していくことができる職場環境づくりに、

人事担当課は取り組んでいきます。 

 

  ⑴ ノー残業デー・ワークライフバランスデー 

   誰もが、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一

方で、子育て、介護の時間や趣味、自己啓発等にかかる個人の時間をもて

る様にノー残業デー・ワークライフバランスデーの周知徹底を図ります。 

 

 ⑵ メンタルヘルス対策 

   職員の心の健康を保持、増進するために、メンタルヘルスに関する研修

や、心の病気により休業した職員の職場復帰のための研修を実施するなど、

予防から職場復帰、再発防止までの総合的なメンタルヘルス対策に取り組

みます。 

 

 ⑶ ハラスメントの防止 

   消防局長は、平成２９年８月にハラスメント防止の宣言をしました。職

員が安心して働ける職場環境を確保するための研修を継続して実施する

など、職場の意識向上を図り、ハラスメントを防止するとともに、ハラス

メントのない職場環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

おわりに 

  消防の使命である「市民が安心・安全に暮らせる街づくり」を実現してい

くことができる職員を育成し組織力を向上させます。 

  絶え間なく変化していく社会環境等に柔軟に対応し、常に改革に取り組み

市民に信頼を得られる組織でなければなりません。 

  そのために、より一層充実した人材育成に努めていきます。 


